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議案第 １ 号  

 

   平成２３年度生駒市一般会計予算  

 

 平成２３年度生駒市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２，７５８，０００千円と

定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担

行為」による。  

（地方債）  

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

による。  

 （一時借入金）  

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は５，０００，０００千円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じ  
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た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

  平成２３年３月７日提出  

                     生駒市長 山 下  真  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 市税 　　　１６，４８３，３９５

 1 市民税 　　　　８，８５９，５５７

 2 固定資産税 　　　　５，８６３，２８８

 3 軽自動車税 　　　　　　　９９，２１５

 4 市たばこ税 　　　　　　４１４，３５６

 5 特別土地保有税 　　　　　　　　１，１００

 6 都市計画税 　　　　１，２４５，８７９

 2 地方譲与税 　　　　　　２７７，４０８

 1 自動車重量譲与税 　　　　　　１９６，４８８

 2 地方揮発油譲与税 　　　　　　　８０，９２０

 3 利子割交付金 　　　　　　　７８，２１９

 1 利子割交付金 　　　　　　　７８，２１９

 4 配当割交付金 　　　　　　　７４，２１４

 1 配当割交付金 　　　　　　　７４，２１４

 5 株式等譲渡所得割交付金 　　　　　　　１９，８６０

 1 株式等譲渡所得割交付金 　　　　　　　１９，８６０

 6 地方消費税交付金 　　　　　　６９１，７６６
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 地方消費税交付金 　　　　　　６９１，７６６

 7 ゴルフ場利用税交付金 　　　　　　　　６，９１７

 1 ゴルフ場利用税交付金 　　　　　　　　６，９１７

 8 自動車取得税交付金 　　　　　　　７４，４８５

 1 自動車取得税交付金 　　　　　　　７４，４８５

 9 地方特例交付金 　　　　　　２１３，８４４

 1 地方特例交付金 　　　　　　２１３，８４４

10 地方交付税 　　　　３，５０６，０００

 1 地方交付税 　　　　３，５０６，０００

11 交通安全対策特別交付金 　　　　　　　１７，０００

 1 交通安全対策特別交付金 　　　　　　　１７，０００

12 分担金及び負担金 　　　　　　３３３，０５４

 1 負担金 　　　　　　３３３，０５４

13 使用料及び手数料 　　　　　　６３７，１９９

 1 使用料 　　　　　　５２２，７４４

 2 手数料 　　　　　　１１４，４５５

14 国庫支出金 　　　　４，５８８，０８５

 1 国庫負担金 　　　　４，０８８，７１２

 2 国庫補助金 　　　　　　４６８，４９６
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［単位　千円］

款 項 金      額

 3 委託金 　　　　　　　３０，８７７

15 県支出金 　　　　１，７１５，１４６

 1 県負担金 　　　　１，０１０，４８８

 2 県補助金 　　　　　　４８３，２７４

 3 委託金 　　　　　　２２１，３８４

16 財産収入 　　　　　　　８４，４２４

 1 財産運用収入 　　　　　　　５６，７８３

 2 財産売払収入 　　　　　　　２７，６４１

17 寄附金 　　　　　　　２３，３８２

 1 寄附金 　　　　　　　２３，３８２

18 繰入金 　　　　　　４７６，４５１

 1 基金繰入金 　　　　　　４７６，４５１

19 繰越金 　　　　　　２３７，０００

 1 繰越金 　　　　　　２３７，０００

20 諸収入 　　　　　　８５６，９５１

 1 延滞金加算金及び過料 　　　　　　　１０，０５０

 2 市預金利子 　　　　　　　　３，４７３

 3 貸付金元利収入 　　　　　　　５７，８９２

 4 雑入 　　　　　　７８５，５３６
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［単位　千円］

款 項 金      額

21 市債 　　　　２，３６３，２００

 1 市債 　　　　２，３６３，２００

歳       入       合       計 　　　３２，７５８，０００
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 議会費 　　　　　　４４３，５９５

 1 議会費 　　　　　　４４３，５９５

 2 総務費 　　　　３，７１５，１２１

 1 総務管理費 　　　　２，８１７，０８６

 2 徴税費 　　　　　　５２３，０１９

 3 戸籍住民基本台帳費 　　　　　　２０７，４７５

 4 選挙費 　　　　　　１２５，１２８

 5 統計調査費 　　　　　　　　３，１４９

 6 監査委員費 　　　　　　　３９，２６４

 3 民生費 　　　１１，８１１，０４９

 1 社会福祉費 　　　　４，１４６，８４５

 2 児童福祉費 　　　　５，６６６，７４６

 3 生活保護費 　　　　１，３９６，０１９

 4 災害救助費 　　　　　　　　　　５６６

 5 国民健康保険費 　　　　　　６００，８７３

 4 衛生費 　　　　３，４５９，７０５

 1 保健衛生費 　　　　１，３８７，９５０

 2 清掃費 　　　　２，０７１，７５５
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［単位　千円］

款 項 金      額

 5 産業経済費 　　　　　　３４９，５２４

 1 農業費 　　　　　　１４１，３５４

 2 商工費 　　　　　　２０８，１７０

 6 土木費 　　　　３，４３３，１５８

 1 土木管理費 　　　　　　２６３，３２０

 2 道路橋梁及び河川費 　　　　１，０３５，９３７

 3 都市計画費 　　　　１，３７０，３４９

 4 住宅費 　　　　　　　７２，８１０

 5 下水道費 　　　　　　６９０，７４２

 7 消防費 　　　　１，３６９，８３０

 1 消防費 　　　　１，３６９，８３０

 8 教育費 　　　　３，９６３，７０６

 1 教育総務費 　　　　　　２５５，１０７

 2 小学校費 　　　　　　４８４，０９２

 3 中学校費 　　　　　　２９７，３９１

 4 幼稚園費 　　　　　　８０７，７６０

 5 社会教育費 　　　　１，０１５，１８７

 6 保健体育費 　　　　１，１０４，１６９

 9 災害復旧費 　　　　　　　　９，１５０
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 土木災害復旧費 　　　　　　　　３，６５０

 2 農林業施設災害復旧費 　　　　　　　　５，５００

10 公債費 　　　　４，１５３，１６２

 1 公債費 　　　　４，１５３，１６２

11 予備費 　　　　　　　５０，０００

 1 予備費 　　　　　　　５０，０００

歳       出       合       計 　　　３２，７５８，０００
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事　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　　　　　　間 限　　　　度　　　　額

　市内中小企業者に対する奈良県信用
保証協会との契約による特別小口融資
損失補償

　市内中小企業者が、奈良県信用
保証協会の行う融資保証に係る保
証債務の返済を完了するまで。

　市内中小企業者の、奈
良県信用保証協会が行う
融資保証に係る保証債務
のうち、未返済元利総額
の２０％相当額

　生駒市の委託を受けて生駒市土地開
発公社が行う公共用地先行取得事業
（平成２３年度分）

　平成２３年度から２年以内

　事項欄記載事項の用地
等の事業資金114,000千円
及びこれに対する利子相
当額

平成２３年度から

平成２４年度まで

平成２３年度から

平成２４年度まで

平成２３年度から

平成２７年度まで

平成２３年度から

平成２７年度まで

平成２３年度から

平成２７年度まで

平成２３年度から

平成２４年度まで

平成２３年度から

平成２６年度まで

平成２３年度から

平成２７年度まで

都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン
実 現 化 ・ 景 観 基 本
計 画 策 定 等 業 務

１２，４５０千円

生 駒 山 麓 公 園
ふ れ あ い セ ン タ ー 管 理 業 務

３３７，３２０千円

中 央 公 民 館 南 別 館 管 理 業 務 ２，２５０千円

RAKU-RAKU は う す 管 理 業 務 ５１，９７５千円

福 祉 セ ン タ ー 管 理 等 業 務 ２６６，８２５千円

第　２　表　　債 務 負 担 行 為

広 報 紙 ・ 議 会 報 印 刷 等 業 務 ２６，４１１千円

住 民 基 本 台 帳 法 改 正 に
伴 う シ ス テ ム 改 修 業 務

３０，２１５千円

生駒市立老人憩の家管理業務 ７，４８０千円
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第 ３ 表  地 方 債 

 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 千円 
   

 

清 掃 施 設 

 

整 備 事 業 

 

 

2,800 

証 書 借 入 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる場合に

ついて、利率の見直しを

行った後においては、当

該見直し後の利率） 

 政府資金についてはその融資

条件により、銀行その他の場合に

はその債権者と協定するものと

する。ただし、市財政の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又は低利に

借換えることができる。 

道 路 橋 梁 

整 備 事 業 
186,200 〃 〃 〃 

街路整備事業 121,600 〃 〃 〃 

公園整備事業 21,600 〃 〃 〃 

臨時財政対策 2,031,000 〃 〃 〃 

計 2,363,200    
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公 共 施 設 整 備 基 金 特 別 会 計
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議案第 ２ 号  

 

  平成２３年度生駒市公共施設整備基金特別会計予算  

 

 平成２３年度生駒市の公共施設整備基金特別会計の予算は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３５，８２９千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。  

 

  平成２３年３月７日提出  

                     生駒市長 山 下  真  
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生駒駅前市街地再開発事業特別会計
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議案第 ３ 号  

 

  平成２３年度生駒市生駒駅前市街地再開発事業特別会計予算  

 

 平成２３年度生駒市の生駒駅前市街地再開発事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６８，９０３千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担

行為」による。  

（地方債）  

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

による。  

 

  平成２３年３月７日提出  

                     生駒市長 山 下  真  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 国庫支出金 　　　　　　　７２，７００

 1 国庫補助金 　　　　　　　７２，７００

 2 県支出金 　　　　　　　２２，６００

 1 県補助金 　　　　　　　２２，６００

 3 繰入金 　　　　　　１４８，５０７

 1 一般会計繰入金 　　　　　　１４８，５０７

 4 諸収入 　　　　　　　　４，８９６

 1 雑入 　　　　　　　　４，８９６

 5 市債 　　　　　　　２０，２００

 1 市債 　　　　　　　２０，２００

歳       入       合       計 　　　　　　２６８，９０３
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 事業費 　　　　　　２０８，６４７

 1 事業費 　　　　　　２０８，６４７

 2 公債費 　　　　　　　６０，２５６

 1 公債費 　　　　　　　６０，２５６

歳       出       合       計 　　　　　　２６８，９０３
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第 ２ 表  債務負担行為 

事 項 期 間 限 度 額 

生 駒 駅 前 北 口 第 二 地 区 
第一種市街地再開発事業 
公 共 施 設 管 理 者 負 担 金 

平成２３年度から 
 

平成２６年度まで 
８４９，０００千円 

 

 

 

第 ３ 表  地 方 債 

 

 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 千円 
   

 

 

都市計画事業 

 

 

20,200 

証 書 借 入 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる場合につ

いて、利率の見直しを行

った後においては、当該

見直し後の利率） 

政府資金についてはその融資

条件により、銀行その他の場合に

はその債権者と協定するものと

する。ただし、市財政の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又は低利に

借換えることができる。 

計 20,200    
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介 護 保 険 特 別 会 計
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議案第 ４ 号  

 

  平成２３年度生駒市介護保険特別会計予算  

 

 平成２３年度生駒市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，９３７，３２６千円と定

める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。  

 （歳出予算の流用）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規

定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。  

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

  平成２３年３月７日提出  

                     生駒市長 山 下  真  

- 27 -



第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 保険料 　　　　１，３７４，５１９

 1 介護保険料 　　　　１，３７４，５１９

 2 使用料及び手数料 　　　　　　　　　　　４５

 1 手数料 　　　　　　　　　　　４５

 3 国庫支出金 　　　　１，１０３，７３０

 1 国庫負担金 　　　　１，０１２，３３８

 2 国庫補助金 　　　　　　　９１，３９２

 4 支払基金交付金 　　　　１，６９９，４６５

 1 支払基金交付金 　　　　１，６９９，４６５

 5 県支出金 　　　　　　８４２，２３５

 1 県負担金 　　　　　　８１９，０８０

 2 県補助金 　　　　　　　２３，１５５

 6 財産収入 　　　　　　　　１，８１５

 1 財産運用収入 　　　　　　　　１，８１５

 7 繰入金 　　　　　　９１４，５８９

 1 一般会計繰入金 　　　　　　８８７，２８６

 2 基金繰入金 　　　　　　　２７，３０３
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［単位　千円］

款 項 金      額

 8 繰越金 　　　　　　　　　　　１０

 1 繰越金 　　　　　　　　　　　１０

 9 諸収入 　　　　　　　　　　９１８

 1 延滞金及び加算金 　　　　　　　　　　　９０

 2 雑入 　　　　　　　　　　８２８

歳       入       合       計 　　　　５，９３７，３２６
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 総務費 　　　　　　１６１，７３１

 1 総務管理費 　　　　　　　９８，０６０

 2 徴収費 　　　　　　　　３，８２３

 3 介護認定審査会費 　　　　　　　５８，１４３

 4 趣旨普及費 　　　　　　　　１，７０５

 2 保険給付費 　　　　５，６３５，１３３

 1 介護サービス等諸費 　　　　５，２８４，０８５

 2 高額介護サービス費 　　　　　　１２４，３０６

 3 介護保険諸費 　　　　　　　　９，５４３

 4 特定入所者介護サービス
等費

　　　　　　２１７，１９９

 3 地域支援事業費 　　　　　　１２６，９２７

 1 介護予防事業費 　　　　　　　２９，７４８

 2 包括的支援等事業費 　　　　　　　９７，１７９

 4 基金積立金 　　　　　　　　１，８１５

 1 基金積立金 　　　　　　　　１，８１５

 5 諸支出金 　　　　　　　　１，７２０

 1 償還金及び還付加算金 　　　　　　　　１，７２０

 6 予備費 　　　　　　　１０，０００
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 予備費 　　　　　　　１０，０００

歳       出       合       計 　　　　５，９３７，３２６
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国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
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議案第 ５ 号  

 

  平成２３年度生駒市国民健康保険特別会計予算  

 

 平成２３年度生駒市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，７５９，９８６千円と

定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。  

 （一時借入金）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は３００，０００千円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

  平成２３年３月７日提出  

                     生駒市長 山 下  真  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 国民健康保険税 　　　　２，９５９，００７

 1 国民健康保険税 　　　　２，９５９，００７

 2 使用料及び手数料 　　　　　　　　　　４２５

 1 手数料 　　　　　　　　　　４２５

 3 国庫支出金 　　　　１，８６６，７０７

 1 国庫負担金 　　　　１，６８６，７９３

 2 国庫補助金 　　　　　　１７９，９１４

 4 療養給付費交付金 　　　　　　７０９，０５３

 1 療養給付費交付金 　　　　　　７０９，０５３

 5 前期高齢者交付金 　　　　３，２３４，４８３

 1 前期高齢者交付金 　　　　３，２３４，４８３

 6 県支出金 　　　　　　３９７，７０５

 1 県負担金 　　　　　　　６３，５００

 2 県補助金 　　　　　　３３４，２０５

 7 共同事業交付金 　　　　　　９７２，５７０

 1 共同事業交付金 　　　　　　９７２，５７０

 8 財産収入 　　　　　　　　　　　　１
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 財産運用収入 　　　　　　　　　　　　１

 9 繰入金 　　　　　　６００，８７４

 1 一般会計繰入金 　　　　　　６００，８７３

 2 基金繰入金 　　　　　　　　　　　　１

10 繰越金 　　　　　　　　　　　　１

 1 繰越金 　　　　　　　　　　　　１

11 諸収入 　　　　　　　１９，１６０

 1 延滞金及び過料 　　　　　　　　４，０６０

 2 預金利子 　　　　　　　　　　　１０

 3 雑入 　　　　　　　１３，９９０

 4 療養費等指定公費返還金 　　　　　　　　１，１００

歳       入       合       計 　　　１０，７５９，９８６
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 総務費 　　　　　　１５８，０４７

 1 総務管理費 　　　　　　１３８，３９９

 2 徴税費 　　　　　　　１８，５７１

 3 運営協議会費 　　　　　　　　　　３６４

 4 趣旨普及費 　　　　　　　　　　７１３

 2 保険給付費 　　　　７，６９８，３４７

 1 療養諸費 　　　　６，８２８，４８３

 2 高額療養費 　　　　　　８１９，７４０

 3 移送費 　　　　　　　　　　３００

 4 出産育児諸費 　　　　　　　４６，２２４

 5 葬祭諸費 　　　　　　　　３，６００

 3 後期高齢者支援金等 　　　　１，２２６，２８２

 1 後期高齢者支援金等 　　　　１，２２６，２８２

 4 前期高齢者納付金等 　　　　　　　　３，５５３

 1 前期高齢者納付金等 　　　　　　　　３，５５３

 5 老人保健拠出金 　　　　　　　　　　　７０

 1 老人保健拠出金 　　　　　　　　　　　７０

 6 介護納付金 　　　　　　４９２，０３６
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［単位　千円］

款 項 金      額

 1 介護納付金 　　　　　　４９２，０３６

 7 共同事業拠出金 　　　　　　９９９，８４３

 1 共同事業拠出金 　　　　　　９９９，８４３

 8 保健事業費 　　　　　　１２５，７４３

 1 特定健康診査等事業費 　　　　　　１１０，４９３

 2 保健事業費 　　　　　　　１５，２５０

 9 基金積立金 　　　　　　　　　　　　１

 1 基金積立金 　　　　　　　　　　　　１

10 公債費 　　　　　　　　　　１００

 1 公債費 　　　　　　　　　　１００

11 諸支出金 　　　　　　　２５，９６４

 1 償還金及び還付加算金 　　　　　　　２４，８６４

 2 療養費等指定公費立替金 　　　　　　　　１，１００

12 予備費 　　　　　　　３０，０００

 1 予備費 　　　　　　　３０，０００

歳       出       合       計 　　　１０，７５９，９８６
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後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
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議案第 ６ 号  

 

  平成２３年度生駒市後期高齢者医療特別会計予算  

 

 平成２３年度生駒市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１２５，１３７千円と定

める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。  

 

  平成２３年３月７日提出  

                     生駒市長 山 下  真  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 後期高齢者医療保険料 　　　　　　９０６，５９１

 1 後期高齢者医療保険料 　　　　　　９０６，５９１

 2 使用料及び手数料 　　　　　　　　　　　１１

 1 手数料 　　　　　　　　　　　１１

 3 繰入金 　　　　　　２１０，４９４

 1 一般会計繰入金 　　　　　　２１０，４９４

 4 繰越金 　　　　　　　　３，０００

 1 繰越金 　　　　　　　　３，０００

 5 諸収入 　　　　　　　　５，０４１

 1 延滞金加算金及び過料 　　　　　　　　　　　１１

 2 償還金及び還付加算金 　　　　　　　　５，０１０

 3 雑入 　　　　　　　　　　　２０

歳       入       合       計 　　　　１，１２５，１３７
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 総務費 　　　　　　　３３，６１０

 1 総務管理費 　　　　　　　３３，６１０

 2 後期高齢者医療広域連合
納付金

　　　　１，０８１，５１７

 1 後期高齢者医療広域連合
納付金

　　　　１，０８１，５１７

 3 諸支出金 　　　　　　　　５，０１０

 1 償還金及び還付加算金 　　　　　　　　５，０１０

 4 予備費 　　　　　　　　５，０００

 1 予備費 　　　　　　　　５，０００

歳       出       合       計 　　　　１，１２５，１３７
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下 水 道 事 業 特 別 会 計
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議案第 ７ 号  

 

   平成２３年度生駒市下水道事業特別会計予算  

 

 平成２３年度生駒市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４５１，７６０千円と定

める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。  

（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担

行為」による。  

（地方債）  

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

による。  

 

  平成２３年３月７日提出  

                     生駒市長 山 下  真  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 分担金及び負担金 　　　　　　　７９，５０９

 1 負担金 　　　　　　　７９，５０９

 2 使用料及び手数料 　　　　　　７６４，４４５

 1 使用料 　　　　　　７６４，１０９

 2 手数料 　　　　　　　　　　３３６

 3 国庫支出金 　　　　　　３１０，０００

 1 国庫補助金 　　　　　　３１０，０００

 4 県支出金 　　　　　　　１３，０１７

 1 県補助金 　　　　　　　１３，０１７

 5 繰入金 　　　　　　６９０，７４２

 1 一般会計繰入金 　　　　　　６９０，７４２

 6 諸収入 　　　　　　　１６，０４７

 1 延滞金加算金及び過料 　　　　　　　　　　　　１

 2 雑入 　　　　　　　１６，０４６

 7 市債 　　　　　　５７８，０００

 1 市債 　　　　　　５７８，０００

歳       入       合       計 　　　　２，４５１，７６０
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歳 出
［単位　千円］

款 項 金      額

 1 下水道費 　　　　１，８３８，９０１

 1 下水道費 　　　　１，８３８，９０１

 2 公債費 　　　　　　６０８，８５９

 1 公債費 　　　　　　６０８，８５９

 3 予備費 　　　　　　　　４，０００

 1 予備費 　　　　　　　　４，０００

歳       出       合       計 　　　　２，４５１，７６０
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第 ２ 表  債務負担行為 

事 項 期 間 限 度 額 

生駒市水洗便所改造資金とし
て、市民が取扱金融機関から受
ける融資に対する損失補償 

融資金の借入日から償還完了
日まで。 

融資金の償還元利金及び
遅延利息の合計金額 

 

 

 

第 ３ 表  地 方 債 

 

 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 千円 
   

 

 

公共下水道事業 

 

 

554,000 

証 書 借 入 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

5.0％以内 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる場合につ

いて、利率の見直しを行

った後においては、当該

見直し後の利率） 

政府資金についてはその融資

条件により、銀行その他の場合に

はその債権者と協定するものと

する。ただし、市財政の都合によ

り据置期間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又は低利に

借換えることができる。 

流域下水道事業 24,000 〃 〃 〃 

計 578,000    

- 52 -



自 動 車 駐 車 場 事 業 特 別 会 計
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議案第 ８ 号  

 

  平成２３年度生駒市自動車駐車場事業特別会計予算  

 

 平成２３年度生駒市の自動車駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８８，７１７千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担

行為」による。  

 

  平成２３年３月７日提出 

                     生駒市長 山 下  真  
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第 ２ 表  債務負担行為 

事 項 期 間 限 度 額 

生駒市営駐車場管理業務 
平成２３年度から 
 

平成２７年度まで 
２２２，５６３千円 
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